
財務局「段階確認」実施要領 

制定 令和８年３月３日 ７財建技第 320 号 

  

段階確認は、工事目的物が発注者の意図する契約の内容に適合して施工が行われているか

どうか工事途中において確認を行うものであり、東京都土木工事標準仕様書「第１章第５節 

監督員による確認及び立会い等」に相当するものである。 

 受注者は、東京都土木工事標準仕様書の段階確認一覧表及び特記仕様書に明示された工事

の施工段階で監督員の臨場による段階確認を受け、その結果を段階確認書（様式－１）に整

理しなければならない。ただし、やむを得ず監督員又は監督員の補助を指名された者（以下

「監督員等」という。）が臨場できない場合は、監督員はその旨を受注者に通知し、必要な工

事写真等の記録を整理し、受注者に提示させ、内容を検討・把握して段階確認に代えること

もできる。 

 

１ 対象工事 

  全ての土木工事（単価契約を除く） 

 

２ 実施方法 

  (１) 受注者は、段階確認一覧（別表１）の工種及び特記仕様書に別途記載される施工

段階において、段階確認を受けなければならない。 

     段階確認は、施工計画書作成の段階に、受注者・発注者間で立会い工種、確認頻

度を決定しておくこと。 

(２) 受注者は、段階確認書（（様式－１）の施工予定表の種別、細別、確認時期項目、施

工予定時期欄に記載し、着手前に監督員へ報告しなければならない。 

   また、監督員は、段階確認書（様式－１）の施工予定表の記事欄に記事、受領日等

を記載すること。 

  (３) 監督員は、段階確認書（様式－１）の通知書の確認種別、確認細別、確認時期項

目、確認時期予定日欄に記載し、受注者に通知しなければならない。 

     また、段階確認は臨場等により提示された資料に基づき該当箇所の確認を行うこ

ととし、段階確認終了後、監督員は、段階確認書（（様式－１）の通知書の確認実施日

等欄に実施年月日及び特記事項を記載すること。 

  (４) 監督員は、全ての段階確認を完了したときは、段階確認書（様式－１）の確認書

に年月日及び監督員名を記載の上、その結果を受注者に通知しなければならない。 

(５) 受注者は、監督員の確認を受けた段階確認書（（様式－１）を、工事完了時までに監

督員へ提出しなければならない。ただし、既済部分検査及び中間検査の対象工種に

ついては、当該検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

  



３ 段階確認・立会いにおける留意点 

  (１) 監督員が臨場して段階確認を行った箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するも

のとする。これは、監督員の補助を指名された者が臨場した場合も同様とする。 

  (２) 受注者は、段階確認のために、新たに説明資料等を作成する必要はない。 

  (３) 監督員等が段階確認に臨場した場合、受注者は、監督員等が立会っている状況写

真は不要である。 

  (４) 段階確認は臨場が原則であるが、やむを得ず監督員等の臨場確認が得られない場

合は、受注者は施工管理記録、写真等の資料を整備、提示し、机上確認を受けること

ができる。 

  (５) 段階確認が適切に実施されない場合には工事工程に影響を及ぼす可能性があるこ

とから、計画的な確認を行うよう受注者・発注者とも留意する必要がある。 

 

４ その他 

契約書第 13 条「監督員の立会い及び工事記録の整備等」の規定による監督員の立会いと

は、特に基準を定めず段階確認を補充するものであり、施工計画書作成の段階で受注者・

発注者間で必要な工種、確認頻度を決定しておく。 

 

５ 適用 

  本要領は、令和８年４月１日以降起工（決定）する案件に適用する。 

  



 

様式－１

年月日：

年月日：

監督員名：

年月日：

上記について、段階確認を実施し確認した。

監督員名：

受注者名：
現場代理人名等：

〇.〇.〇に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
標準仕様書
特記仕様書

※監督員が記事、受領日等を記入

段　階　確　認　書

施　工　予　定　表

工事名

種　　　別 細　　　別 確認時期項目 施工予定時期 記　　　事

※実施年月日及び（特記事項を記入

確（認（細（別 確認時期項目 確認時期予定日 確認実施日等

通　　知　　書

下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。

確（認（種（別

確　　認　　書



＜参 考＞ 

 

−（重点監督（− 

 施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、低入札工事、その他これらに

類する工事については、確認の頻度を増やすこととし、工事の重要度に応じた監督とする

（重点監督という。）。 

 なお、対象工事は次の(１)～(３)のとおりする。 

 

(１) 施工条件が厳しい工事 

   ・鉄道又は現道上及び最大支間長 100m 以上の橋梁工事 

   ・掘削深さ７m以上の土留工及び締切工を有する工事 

   ・鉄道、道路等の重要構造物の近接工事 

   ・砂防ダム（堤体高 30m 以上） 

   ・軟弱地盤上での構造物 

   ・場所打ち PC 橋 

   ・共同溝工事 

   ・ハイピア（躯体高 30m 以上） 

 

(２) 第三者に対する影響のある工事 

   ・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事 

   ・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事 

   ・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事 

 

(３) その他 

   ・低入札価格調査制度調査対象工事 

     ただし、次のうち、作業等が軽易なものや主たる工種が規格品、二次製品等で

容易にその品質が確認できるものは除く。 

     植栽工事、除草作業、区画線設置工事、伐採作業、堤防天端補修、コンクリー

ト舗装、目地補修、照明灯工事、遮音壁工事、防護柵工事、標識工事、その他こ

れに類するもの 

    ・局長又は工事主管部署の部長が必要と認めた工事 

  



別表１ 

段 階 確 認 一 覧 

一般：一般監督 

重点：重点監督 

１／４ 

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度 

指定仮設工  設置完了時 使用材料、高さ、

幅、長さ、深さ等 

１回／１工事 

河川土工土（掘削工） 

海岸土工（掘削工） 

砂防土工（掘削工） 

道路土工（掘削工） 

 土（岩）質の変化した

時 

土（岩）質、変化

位置 

１回／土（岩）質の変

化ごと 

道路土工（路床盛土

工） 

舗装工（下層路盤） 

 ﾌﾟﾙ-ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施時 ﾌﾟﾙ-ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状

況 

１回／１工事 

表層安定処理工 表層混合処理 

路床安定処理 

処理完了時 使用材料、基準

高、幅、延長、施

工厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：１回／100m 

置換 掘削完了時 使用材料、幅、延

長、置換厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：１回／100m 

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 処理完了時 使用材料、幅、延

長、施工厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：１回／100m 

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 

袋詰式ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ 

施工時 使用材料、打込長

さ 

一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

施工完了時 施工位置、杭径 一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

締固め改良工 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲ

ﾙ 

施工時 使用材料、打込長

さ 

一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

施工完了時 基準高、施工位

置、杭径 

一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

固結工 粉体噴射撹拌 

高圧噴射撹拌 

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ撹拌 

生石灰ﾊﾟｲﾙ 

施工時 使用材料、深度 一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

施工完了時 基準高、位置・間

隔、杭径 

一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

薬液注入 施工時 使用材料、深度、

注入量 

一般：１回／20 本 

重点：１回／10 本 

矢板工（任意仮設を除

く） 

鋼矢板 打込時 使用材料、長さ、

溶接部の適否 

試験矢板＋ 

一般：１回／150 枚 

重点：１回／100 枚 打込完了時 基準高、変位 

鋼管矢板 打込時 使用材料、長さ、

溶接部の適否 

試験矢板＋ 

一般：１回／75 本 

重点：１回／50 本 打込完了時 基準高、変位 



２／４ 

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度 

既製杭工 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

鋼管杭 

H 鋼杭 

打込時 使用材料、長さ、

溶接部の適否、杭

の支持力 

試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

打込完了時（打込杭） 基準高、偏心量 試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

掘削完了時（中堀杭） 掘削長さ、杭の先

端土質 

施工完了時（中堀杭） 基準高、偏心量 

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

場所打杭工 ﾘﾊﾞｰｽ杭 

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭 

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭 

大口径杭 

掘削完了時 掘削長さ、支持地

盤 

試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

鉄筋組立て完了時 使用材料、設計図

書との対比 

一般：30％程度／１構

造物 

重点：60％程度／１構

造物 

施工完了時 基準高、偏心量、

杭径 

試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

深礎工  土（岩）質の変化した

時 

土（岩）質、変化

位置 

１回／土（岩）質の変

化ごと 

掘削完了時 長さ、支持地盤 一般：１回／３本 

重点：全数 

鉄筋組立て完了時 使用材料、設計図

書との対比 

１回／１本 

施工完了時 基準高、偏心量、

径 

一般：１回／３本 

重点：全数 

ｸﾞﾗｳﾄ注入時 使用材料、使用量 一般：１回／３本 

重点：全数 

ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 

 鉄沓据付け完了時 使用材料、施工位

置 

１回／１構造物 

本体設置前（ｵｰﾌﾟﾝｹ-ｿ

ﾝ） 

支持層 

掘削完了時（ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ

-ｿﾝ） 

土（岩）質の変化した

時 

土（岩）質、変化

位置 

１回／土（岩）質の変

化ごと 

  



３／４ 

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度 

ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 

 鉄筋組立て完了時 使用材料、設計図

書との対比 

１回／１ﾛｯﾄ 

鋼管矢板基礎工 

 

 

 

 打込時 使用材料、長さ、

溶接部の適否、支

持力 

試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

打込完了時 基準高、偏心量 

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

置換工（重要構造物）  掘削完了時 使用材料、幅、延

長、置換厚さ、支

持地盤 

１回／１構造物 

築堤・護岸工  法線設置完了時 法線設置状況 １回／１法線 

砂防堰堤  法線設置完了時 法線設置状況 １回／１法線 

護岸工 法覆工（覆土施

工がある場合） 

覆土前 設計図書との対比

（不可視部分の出

来形） 

１回／１工事 

基礎工、根固工 設置完了時 設計図書との対比

（不可視部分の出

来形） 

１回／１工事 

重要構造物 

函渠工（樋門・樋管

を含む） 

躯体工（橋台） 

RC 躯体工（橋脚） 

橋脚ﾌ-ﾁﾝｸﾞ工 

RC 擁壁 

砂防堰堤 

堰本体工 

排水機場本体工 

水門工 

共同溝本体工 

 土（岩）質の変化した

時 

土（岩）質、変化

位置 

１回／土（岩）質の変

化ごと 

床堀掘削完了時 支持地盤（直接基

礎） 

１回／１構造物 

鉄筋組立て完了時 使用材料、設計図

書との対比 

一般：30％程度／１構

造物 

重点：60％程度／１構

造物 

埋戻し前 設計図書との対比

（不可視部分の出

来形） 

１回／１構造物 

躯体工 

RC 躯体工 

 沓座の位置決定時 沓座の位置 １回／１構造物 

床版工  鉄筋組立て完了時 使用材料、設計図

書との対比 

一般：30％程度／１構

造物 

重点：60％程度／１構

造物 

鋼橋  仮組立て完了時（仮組

立てが省略となる場合

を除く） 

キャンバ－、寸法

等 

一般： 

重点：１回／１構造物 



４／４ 

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度 

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T(I)桁製作

工 

ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ桁組立工 

PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 

PC 版桁製作工 

PC 箱桁製作工 

PC 片持箱桁製作工 

PC 押出し箱桁製作工 

床版・横組工 

 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ導入完了時 

横締め作業完了時 

設計図書との対比 一般：５％程度／総ｹ-

ﾌﾞﾙ数 

重点：10％程度／総ｹ-

ﾌﾞﾙ数 

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ導入完了時 

縦締め作業導入完了時 

設計図書との対比 一般：10％程度／総ｹ-

ﾌﾞﾙ数 

重点：20％程度／総ｹ-

ﾌﾞﾙ数 

PC 鋼線・鉄筋組立て

完了時（工場製作を除

く） 

使用材料、設計図

書との対比 

一般：30％程度／１構

造物 

重点：60％程度／１構

造物 

ﾄﾝﾈﾙ掘削工  土（岩）質の変化した

時 

土（岩）質、変化

位置 

１回／土（岩）質の変

化ごと 

ﾄﾝﾈﾙ支保工  支保工完了時（支保工

変更ごと） 

吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ厚、ﾛ

ｯｸﾎﾞﾙﾄ打込み本数

及び長さ 

１回／支保工変更ごと 

ﾄﾝﾈﾙ覆工  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前 巻立空間 一般：１回／構造の変

化ごと 

重点：３打設ごと又は

１回／構造の変化ごと

の頻度の多い方 

※重点監督：地山等級

が D、E のもの 

一般監督：重点監督

以外 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後 出来形寸法 １回／200m 以上臨場に

より確認 

ﾄﾝﾈﾙｲﾝﾊﾞ-ﾄ工  鉄筋組立て完了時 設計図書との対比 １回／構造の変化ごと 

鋼板巻立て工 フーチング定着

アンカー穿孔工 

フーチング定着アンカ

ー穿孔完了時 

各工事ごとに定める 

鋼板取付け工 

固定アンカー工 

鋼板建込み固定アンカ

ー完了時 

現場溶接工 溶接前 

溶接完了時 

現場塗装工 塗装前 

塗装完了時 

ﾀﾞﾑ工 各工事ごとに定める 各工事ごとに定める 

 

  



注）・表中の「確認の程度」は、確認頻度の目安であり、実施に当たっては工事内容、施工状況等を勘案の上、設定す

ることとする。 

・１ﾛｯﾄとは、橋台等の単体構造物はｺﾝｸﾘ-ﾄ打設ごと、函渠等の連続構造物は施工単位（目地）ごととする。 

・一般監督：重点監督以外の工事 

・重点監督：次に掲げる工事 

      (１) 施工条件が厳しい工事 

      (２) 第三者に対する影響のある工事 

      (３) その他 


